
関東信越厚生局 神奈川事務所への届出事項に関する事項 

1.当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。 

（基本診療科） 

〇 急性期一般入院料 4                           ○ 救急搬送看護体制加算 2 

〇 療養病棟入院基本料Ⅰ                         ○ 地域歯科診療支援病院歯科初診料 

〇 急性期看護補助体制加算 ２５対 1 看護補助者５割以上    ○ 地域歯科診療支援病院入院加算 

〇 急性期看護補助体制充実加算 2                    ○ 歯科外来診療医療安全対策加算 2 

〇 看護補助体制充実加算 3(療養病棟入院基本)            ○ 歯科診療特別対応連携加算 

〇 入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）             〇 せん妄ハイリスク患者ケア加算 

○ 診療録管理体制加算 3                          〇 歯科外来診療感染対策加算 3 

○ 医師事務作業補助体制加算Ⅱ 30：１                   

〇 救急医療管理加算Ⅰ 

〇 救急医療管理加算Ⅱ 

〇 療養病棟療養環境加算２ 

○ 医療安全対策加算２  

○ 医療安全地域連携加算 2 

○ 感染防止対策加算 2 

○ 連携強化加算 

○ サーベイランス強化加算 

○ 在宅時医学総合管理料 

〇 在宅療養支援病院 機能強化型加算 

〇 入退院支援加算 2 

        

（特掲診療科） 

〇 薬剤管理指導料                                〇 口腔粘膜処置 

○ 在宅療養支援病院 強化型                         〇 有床義歯咀嚼機能検査 1のロ及び咀嚼能力検査 

○ 在宅がん医療総合診療料                          〇 看護職員処遇改善評価料 35 

○ 在宅療養支援病院 第 14の 2のⅠの(2)に規定する         〇 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ 

○ 在宅療養支援病院 第 14の 2のⅠの(3)に規定する         〇 入院ベースアップ評価料 

○ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料      〇 歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ 

○ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 

〇 歯科治療総合医療管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ） 

〇 在宅患者歯科治療総合医療管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ） 

○ オンライン診療(初診・再診・在宅・栄養) 

○ 歯科訪問診療 

〇 検体検査管理加算（Ⅰ） 

〇 ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

〇 無菌製剤処理料 1・2 

〇 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 

〇 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） 

        ○ 廃用性症候群リハビリテーション体制加算(Ⅱ) 

〇 運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

〇 急性期リハビリテーション加算 

〇 麻酔管理料 Ⅰ (麻酔科医 長谷川 守) 

〇 歯科口腔リハビリテーション料（Ⅱ） 

〇 歯科技工加算１及び２ 

        〇 ﾃﾞｰﾀ提出加算 3 

        ○ 胃瘻造設術 

〇 歯周組織再生誘導手術 

〇 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 

〇 クラウン・ブリッジ維持管理料 

○ 手術用顕微鏡加算・歯根端切除手術の注 3 

○ う蝕歯無痛的窩洞形成加算 


